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○譲許表（品目別関税撤廃スケジュール）の読み方

※協定毎に異なるので注意！

（例）日インドネシア協定 譲許表

Column 4（区分） ※日インドネシア協定

A 協定発効日に関税を撤廃 即時関税撤廃品目

Bn 協定発効日から（n+1 回）の毎年均等な関税引下げ 段階的関税引下げ撤廃品目

P Column5（注釈）に従って関税引下げ、撤廃 段階的関税引下げ撤廃品目

段階的関税削減品目

X 関税撤廃等の譲許なし 除外品目

Column 5（注釈） ※日インドネシア協定

1 均等な関税引下げ税率（5.0％から無税までの均等引下げにより、2010 年 1 月 1 日に撤廃）

2 免税措置の条件（特定用途に係る免税措置、再輸出等に係る免税措置）

3 関税引下げ税率（協定発効日から 15％、2016 年 1 月 1 日から 12％）

4 均等な関税引下げ税率（5.0％から無税までの均等引下げにより、2009 年 1 月 1 日に撤廃）

5 関税引下げ税率（協定発効日から 20.0％、2016 年 1 月 1 日から 16.0％）

6 〃 （協定発効日から 10.0％、2016 年 1 月 1 日から 5.0％もしくは韓アセアン FTA の低い方の税率）

7 均等な関税引下げ税率 （10.0％から無税までの均等引下げにより、2010 年 1 月 1 日に撤廃）

8 関税引下げ税率（協定発効日から 13％、08 年 1 月 1 日 10％、09 年 8％、10 年 6％、11 年 4％、12 年無税）

9 均等な関税引下げ税率 （15.0％から無税までの均等引下げにより、2011 年 1 月 1 日に撤廃）

10 均等な関税引下げ税率 （8.0％から無税までの均等引下げにより、2009 年 1 月 1 日に撤廃）

11 関税引下げ税率（協定発効日から 8％、2016 年 1 月 1 日から 5％もしくは韓アセアン FTA の低い方の税率）

12 関税引下げ税率（協定発効日から 8.0％、2016 年 1 月 1 日から 6.4％）

13 〃（協定発効日から 60％、12 年 1 月 1 日 20％、16 年から 5％もしくは韓アセアン FTA の低い方の税率）

14 〃（協定発効日から 45％、12 年 1 月 1 日 20％、16 年から 5％もしくは韓アセアン FTA の低い方の税率）

15 〃（協定発効日から 40％、12 年 1 月 1 日 20％、16 年から 5％もしくは韓アセアン FTA の低い方の税率）

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5
Tariff Item

Number
Description of Good Base Rate Category Notes

（関税率表番号） （品名） （基準税率） （区分） （注釈）

70.14 Signalling glassware and optical elements of
glass (other than those of heading 70.15),

not optically worked.

7014.00.10.00 - For motor vehicles 5% B3 2

7014.00.90 - Other: A

7014.00.90.10 -- For lighthouse lamps, ships lanterns,

locomotive and railway rollingstock

lanterns, lamps for aircraft and beacons

7014.00.90.90 -- Other 5% B3

関税が毎年均等に引下げ

られる品目の引下げが開

始される基準となる税率

関税の引下げ

撤廃の区分を

表示

「区分」が示す

内容の注釈を

数字で表示

即時撤廃

段階的引下げ
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例）日タイ協定 譲許表

日タイ協定の場合、以下のように関税削減スケジュールが見やすくなっています。

B10（協定発効日から 11 回の均等関税引下げ）、※協定発効時にまず１段階、関税が削減されます

Column 3（区分） ※日タイ協定

A 協定発効日に関税撤廃 即時関税撤廃品目

Bn 協定発効日から（n+1 回）の毎年均等な関税引下げ 段階的関税引下げ・撤廃品目

P 協定発効日から不均衡な関税引下げ、撤廃 段階的関税引下げ・撤廃品目

Q 関税割当 輸出国管理が発給する証明書が必要

R 協定発効後、一定期間を経て関税撤廃等を交渉 再交渉品目

X 関税撤廃等の譲許なし 除外品目

例）日スイス協定 譲許表

Column 3（区分） ※日スイス協定 段階的撤廃を行う品目はなし。

A 協定発効日に関税撤廃（即時関税撤廃品目） ※鉱工業品は全ての品目において即時撤廃

Ｐ1 協定発効日から、Column 4 に示される税率に引き下げられる。 ※P1=（Column 5）％

P2 協定発効日から、MFN 税率より Column5 に示される税率を引いた税率が適用される

※P2=（ＭＦＮ税率）－（Column 5）％

P3 協定発効日から、対象の加工農産品において工業エレメント部分の関税を撤廃し、農業エレメント

の税率が適用される。P3=（ＭＦＮ税率）－（工業エレメント）

X 関税撤廃等の譲許なし

Y 関税撤廃等の譲許なし。さらに、WTO 農業協定第９条に定義される輸出補助金が維持される。

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4

Tariff Item

Number
Description of Good Category Notes

（関税率表番号） （品名） （区分） （注釈）

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th As from

year year year year year year year year year year 11th year

39.11 Petroleum resins, coumarone-indene resins,

polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other

products specified in Note 3 to this Chapter, not

3911.10 - Petroleum resins, coumarone, indene or A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

coumaroneindene resins and polyterpenes

3911.90 - Other B 9.09% 8.18% 7.27% 6.36% 5.45% 4.55% 3.64% 2.73% 1.82% 0.91% 0

（関税率）

Rate of customs duty

Column 5

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6

Tariff line Description of products Category

Preferential

duty rate

applied

(CHF)

Preferential

duty rate

MFN minus

(CHF)

Terms and

Conditions

（関税率表番号） （品名） （区分） （特恵税率） （特恵税率） （条件）

2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise than
by vinegar or acetic acid

2002.10 - tomatoes, whole or in pieces:
2002.1010 - - in containers holding more than 5 kg P1 2.50

2002.1020 - - in containers holding not more than 5 kg P1 4.50
2002.90 - other:
2002.9010 - - in containers holding more than 5 kg X

- - in containers holding not more than 5 kg:
2002.9021 - - - tomato pulp, purée and concentrates, in A

airtight containers, of a dry extract content
of 25% or more by weight, composed of

tomatoes and water, whether or not salted or
otherwise seasoned
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＜日 ASEAN 協定の場合＞

日アセアン協定における原産地規則は、全ての国で共通（１つの原産地規則）ですが、

譲許表（関税撤廃スケジュール）は国によって異なりますので、ご注意ください。

例）日アセアン協定－タイの譲許表

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5

Tariff Item

Number

（関税率表番号）

Description of Goods

（品名）

Base Rate

（基準税率）

Category

（区分）

Notes

（注釈）

39.11

3911.10

3911.90

Petroleum resins, coumarone-indene resins,

polyterpenes, polysulphides, polysulphones

and other products specified in Note 3 to this

Chapter, not elsewhere specified or included,

in primary forms.

- Petroleum resins, coumarone, indene or

coumarone-indene resins and polyterpenes

- Other

5%

A

B10

＜日アセアン協定の各国共通事項＞

A 協定発効日に関税撤廃（即時撤廃）

Bn 協定発効日から（n+1 回）の毎年均等な関税引下げ

R 関税削減（最終税率・削減方法の詳細は各国ごとに異なる）

C 関税維持

X 関税撤廃等の譲許なし（除外品目）

※年数の数え方：発効年（2008 年）を 1 年目と数えるため、2018 年は 11 年目。

【タイのみ（日アセアン協定）】

・A, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

note 内容

B6* ベースレートを維持し、7 年目に関税撤廃（サドンデス）

B9* ベースレートを維持し、10 年目に関税撤廃（サドンデス）

B10* ベースレートを維持し、11 年目に関税撤廃（サドンデス）

R (a) 11 分割して、段階的に 10％まで削減

Q (b) 関税割当品目の内枠分について、ﾍﾞｰｽﾚｰﾄを 27％とし、11 分割して段階的に関税撤廃

Q (c) 関税割当品目の内枠分について、ﾍﾞｰｽﾚｰﾄを 40％とし、11 分割して段階的に関税撤廃

Q (d) 関税割当品目の内枠分について、ﾍﾞｰｽﾚｰﾄを 20％とし、11 分割して段階的に関税撤廃

P (e) 発効時に MFN 税率と 5％の低い方を適用し、6 年目に関税撤廃

R (f) 11 分割して、段階的に 20％まで削減

【インドネシアのみ（日アセアン協定）】

・A, B3, B7, B10, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

Note 内容

B2* 2010 年までに段階的に関税撤廃（年限撤廃※）
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B3* 2011 年までに段階的に関税撤廃（年限撤廃）

B4* 2012 年までに段階的に関税撤廃（年限撤廃）

B5* 発効時に 13％、09 年 10％、10 年 8％、11 年 6％、12 年 4％、13 年に撤廃

R (a) 17 分割して段階的に 5％まで削減

※発効年に関わらず、関税撤廃年が決められているもの。

【マレーシアのみ（日アセアン協定）】

・A, B3, B4, B5, B6, B7,B9, B10, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

Note 内容

B2* 発効時及び 09 年は CEPT の関税率もしくは 5％の低い方を適用、2010 年に撤廃

B5* 発効時に関税率を 20％、4 年目に 10％、6 年目に撤廃

B7* 発効時に関税率を 20％、6 年目に 10％、8 年目に撤廃

B9* 2017 年までに段階的関税撤廃（年限撤廃）

B10* 発効時に関税率を 15％、6 年目に 10％、8 年目に 5％、11 年目に撤廃

R (a) 11 分割して段階的に 5％まで削減

R (b) 11 分割して段階的に 10％まで削減

R (c) 11 分割して段階的に 20％まで削減

R (d) 発効時に関税率を 50％、6 年目に 30％、11 年目に 20％まで削減

【ベトナムのみ（日アセアン協定）】

・A, B2, B4, B6, B8, B10, B15, B16, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

Note 内容

B5* ベースレートを維持し、6 年目に関税撤廃（サドンデス）

B10* ベースレートを維持し、11 年目に関税撤廃（サドンデス）

B10** (a) 発効時に関税を 2％にし、11 年目に関税撤廃

B10** (b) 発効時に関税を 3％にし、11 年目に関税撤廃

B10** (c) 発効時はベースレート、2 年目に 1％、11 年目に撤廃

B10** (d) 発効時はベースレート、2 年目に 3％、11 年目に撤廃

B15* ベースレートを維持し、16 年目に関税撤廃（サドンデス）

B16* ベースレートを維持し、17 年目に関税撤廃（サドンデス）

R1 ベースレートを維持し、18 年目に 5％まで削減

R2 ベースレートを維持し、16 年目に 50％まで削減

* CKD に該当。ベトナム国内の分類に従う（実質的に存在しなくなったライン）

【フィリピンのみ（日アセアン協定）】 ※協定未発効（2009 年 8 月現在）

・A, B5, B7, B10, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

Note 内容

B4* ベースレートを維持し、5 年目に関税撤廃（サドンデス）

B5* 発効時はベースレート、2 年目より 5 段階で関税撤廃
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B5** ベースレートを維持し、6 年目に関税撤廃（サドンデス）

B10* 発効時はベースレート、2 年目より 10 段階で関税撤廃

B10** 5 年目までベースレート維持、6 年目より 6 段階で関税撤廃

R (a) 11 分割して段階的に 5％まで削減

R (b) 発効時はベースレート、2 年目に 20％まで削減

R (c) ベースレートを維持し、9 年目に 5％まで削減

【カンボジア、ラオス、ミャンマーのみ（日アセアン協定）】 ※カンボジアは未発効

・A, C, X は各国共通事項参照。B（関税撤廃）の撤廃方法は以下のとおり。

X ラオス、ミャンマーは各年 4 月 1 日、カンボジアは各年 1 月 1 日までに実施

＝ベースレート 2008 2011 2014 2017 2019 2021 2023 2026

40%≦X ﾍﾞｰｽﾚｰﾄ 40％ 30％ 25％ 20％ 10％ 5％ 0％

35％≦X＜40％ 35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 5％ 0％

30％≦X＜35％ 30％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 5％ 0％

25％≦X＜30％ 25％ 20％ 20％ 15％ 15％ 10％ 5％以下 0％

20％≦X＜25％ 20％ 20％ 15％ 15％ 10％ 10％ 5％以下 0％

15％≦X＜20％ 15％ 15％ 15％ 10％ 10％ 10％ 5％以下 0％

10％≦X＜15％ 10％ 10％ 10％ 10％ 8％ 5％ 5％以下 0％

7％≦X＜10％ 7％＊ 7％＊ 7％＊ 5％ 5％ 5％ 5％以下 0％

5％≦X＜7％ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 5％以下 0％

＜5％ ベースレート 0％

*ミャンマーについて、表中の 7％に該当する税率が 7.5％の場合、7.5％の税率を維持可能

・上記以外のオファーは以下のとおり

Note 内容

R (a) ベースレートを維持し、19 年目に 5％に削減

【ブルネイのみ（日アセアン協定）】

・A, B3, B4, B6, B8, B10, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

Note 内容

R (a) 9 分割して、段階的に 5％まで削減

R (b) 11 分割して、段階的に 5％まで削減

【シンガポール（日アセアン協定）】 全て即時撤廃のため、譲許表なし

＜参考＞日本の場合

・A, B5, B7, B10, B15, C, X は各国共通事項参照。それ以外は以下のとおり。

Note 内容

R (f) 11 分割して段階的に 5％まで削減
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